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１【提出理由】

当社は、平成30年11月28日開催の臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年11月28日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　吸収分割契約承認の件

当社グループは、平成31年４月より、グループガバナンス強化と企業価値の向上を果たすべく、①グループ全

体の事業最適化、②戦略的意思決定とその迅速化、③人材の育成、④経営幹部候補の養成と子会社経営委任、⑤

事業ドメインと事業責任の明確化を目的として、持株会社体制に移行する方針を決定いたしました。

こうした目的から、第２号議案「定款一部変更の件」の承認及び吸収分割契約の効力発生を条件として、当社

の装置事業に関しまして、当社の完全子会社であるナビタス装置株式会社（平成30年10月設立・代表取締役社長

辻谷潤一）へ、商品事業に関しまして、同じく当社の完全子会社であるナビタスインモールディングソリュー

ションズ株式会社（平成６年10月設立・代表取締役社長関口泰之）へ、それぞれ吸収分割により承継するもので

あります。本分割にかかる効力発生日は平成31年４月１日を予定しております。

 

第２号議案　定款一部変更の件

第１号議案「吸収分割契約承認の件」に記載の通り、持株会社体制への移行に伴い、事業目的を持株会社とし

ての経営管理等に変更するものであります。

なお、本定款変更は、第１号議案「吸収分割契約承認の件」が原案通り承認可決されること及び本分割の効力

が発生することを条件として、本分割の効力発生日（平成31年４月１日予定）に効力が生じるものといたしま

す。

 

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役辻誠の辞任に伴い、取締役として坂本昌和を選任するものであります。

 

第４号議案　監査役１名選任の件

監査役石村俊彦の辞任に伴い、監査役として山元廣治を選任するものであります。

 

第５号議案　資本金の額の減少の件

今後の資本政策上の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減

少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
吸収分割契約承認の
件

18,785 80 － (注)１ 可決 99.57

第２号議案
定款一部変更の件

18,802 63 － (注)１ 可決 99.66

第３号議案
取締役１名選任の件

   
(注)２

  

坂本　昌和 18,746 89 30 可決 99.36

第４号議案
監査役１名選任の件

   
(注)２

  

山元　廣治 18,791 74 － 可決 99.60

第５号議案
資本金の額の減少の
件

18,757 108 － (注)１ 可決 99.42

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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